
近年、医療や病院に関する話題が増えている。「医

師不足」や「医療崩壊」という言葉も、耳になじん

でしまった感があるほどである。救急患者の「たら

い回し」が都市部でも発生していることや、医療過

誤による医師の逮捕や裁判といった事柄も大きく報

道されている。また、平成２１年度では新型インフル

エンザの初めての流行があり、社会生活全体に大き

な影響を及ぼしたところである。

本稿では、医療や病院、特に公立病院をとりまく

近年の状況について概観するとともに、大阪府内の

公立病院の状況について平成２０年度決算を中心に説

明し、今後のあり方にも触れていきたい。

なお、本稿において「公立病院」とは、地方公営

企業法の適用を受ける病院をいう。

医療法では、「病院」とは、医師または歯科医師が

公衆または特定多数人のため医業または歯科医業を

行う場所であって、２０人以上の患者を入院させるた

めの施設（病床）を有するものをいう。患者を入院

させるための施設を有しないもの、または１９人以下

の患者を入院させるための施設を有するものは「診

療所」として区別している。

厚生労働省の「医療施設調査」によると、平成２０

年１０月１日現在の全国における医療施設のうち、活

動中の施設は１７５,６５６施設である。このうち、「病院」

は８,７９４施設、「一般診療所」は９９,０８３施設、「歯科

診療所」が６７,７７９施設となっている。平成１０年１０

月１日現在では、総数で１６１,５４０施設、うち病院は

９,３３３施設、一般診療所は９０,５５６施設、歯科診療所

が６１,６５１施設であったので、この間に、病院は５３９

施設、５.８％減少したのに対し、一般診療所は８,５２７

施設、９.４％増加、歯科診療所も６,１２８施設、９.９％

増加している。（表１）

また、厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師調

査」によると、平成２０年１２月３１日現在の医師数は

２８６,６９９人で、人口１０万人あたりでは２２４.５人であ

る。なお、平成１０年１２月３１日現在では２４８,６１１人、

人口１０万人あたり１９６.６人であり、この間に総数で

３８,０８８人、１５.３％増加し、人口１０万人あたりでは

２７.９人増加している。医師総数２８６,６９９人のうち、全

国の医療施設に従事する医師数は２７１,８９７人で、全

体の９４.８％を占める。人口１０万人あたりでは２１２.９

人である。（表２）

これを都道府県別にみると、多いところでは京都

府が２７９.２人と最も多く、次いで徳島県２７７.６人、東

京都２７７.４人となっている。少ないところでは埼玉県

が１３９.９人と最も少なく、次いで茨城県１５３.７人、千

葉県１６１.０人となっている。なお、大阪府は２４３.３人

であり、全国平均を上回っている。この調査結果か

病院や医療をとりまく近年の状況について
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らは、医師の総数は増加しているが、都道府県別に

見ると、最も多い京都府は最も少ない埼玉県の約２

倍の人数となっており、医師が地域によって偏在し

ていることが指摘されているところである。（表３）

ところで、日本病院団体協議会の「病院経営の現

況調査」報告（平成１９年１０月）によると、平成１５年

度末と比較した平成１８年度末の医師数（常勤換算）

は、回答した２,８０７病院のうち、３１.９％の８９５病院

で減少している。また、平成１８年度中に医師募集を

行った病院が、回答した２,７４６病院のうち７２.５％の

１,９９１病院あった。さらにこのうち、採用者が予定

数より少ないか、まったく採用できなかった病院が、

回答した１,９６９病院のうち７５.９％の１,４９４病院にのぼ

っている。各病院においては、医師数は想定してい

る数よりも不足しており、さらにその確保について

も困難となっていることを示している。

「医師不足」が叫ばれて久しいが、正確には「勤

務医不足」「勤務医の偏在」であろう。医師には病院

などの医療施設に雇用されている「勤務医」と、診

療所や病院を営む「開業医」とがある。このうち、

各病院における勤務医の不足や偏在が問題となって

いるのである。

勤務医の不足については、平成１６年度から導入さ

れた新たな臨床研修制度の影響が指摘されている。

この制度は、新卒の医師が将来の専門分野に関わら

ず幅広い診療能力を習得することを目的として、２

年間の研修を義務付けたものであるが、研修医は研

修先を自由に選択できるようになり都市部に集中し

たため、地方の医師数が減少した。さらに、研修医

が出身大学の医局に戻らなくなった結果、医師不足

となった大学医局が、関連病院に派遣していた医師

を引き揚げる動きが生じ、今度は各病院が医師不足

に陥ることとなった。病院での医師不足は残った医

師の過重労働につながり、これを嫌って退職が増加

し、残った医師の負担がさらに大きくなる、といっ

た悪循環が生じている。

また、勤務医が病院を離れ、開業していく要因と

して、近年の訴訟リスクの高まりが指摘されている。

福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた産婦が死

亡したことについて、担当医師が逮捕された事件が

平成１８年に大きく報じられたが、医師の側にも、患

者側の意に沿わない結果となった場合にすぐに訴訟

を起こされる、場合によっては逮捕されるといった

認識が浸透しており、リスクの高い診療科の勤務医

が退職、開業していく、また、新人医師がリスクの

高い診療科を志望しないという傾向がある。このよ

うに医師がリスクを避ける傾向は「萎縮医療」と呼

ばれ、産科や小児科における医師数の減少（診療科

間の偏在）や、救急車で搬送される救急患者の受け

入れ先がなかなか決まらない、いわゆる「たらい回

17自治大阪 ／ 2010 － 4・5

表２　医師数及び人口１０万対医師数の推移

 自治大阪2010.4・5月号  10.5.25 16:16  ページ 17



し」といった現象にもつながっているとされる。

患者側の意識としては、「○○病の名医」とか「○

○病治療に実績のある病院」といった情報が様々に

提供されるようになったことに伴い、設備の整った

大きな病院に行きたいという「大病院志向」、専門的

な知識を持つ医師にみてもらいたいという「専門医

志向」が高まっているといわれ、患者が軽症である

にもかかわらず、地域の診療所ではなく、病院に集

まるという傾向が指摘されている。さらに、これは

モラルの問題であるが、軽症の患者が診療時間外に

来院するいわゆる「コンビニ受診」の増加、極端な

例ではあろうが、救急車をタクシー代わりに何度も

呼びつけて診療時間外に来院するといった患者も存

在するといわれ、これらへの対応も勤務医の疲弊に

拍車をかけているとされる。

このように負担の大きい勤務医に対して、開業医

は診療時間や休診日の自由度が高く自分の時間を持

つことができ、治療リスクの高い患者は関係病院に

紹介することでリスクを回避することができる、さ

らには経営がうまくいけば勤務医よりも高い収入が

得られる、という認識があり、医師の開業医志向に

つながるとともに、先に述べた診療所数の増加につ

ながっていると推測される。

総務省の「平成２０年度地方公営企業決算の概況」に

よると、平成２０年度で地方公共団体が経営する病院事

業（地方公営企業法を適用する病院事業）は６６５事業

で、これらの事業が有する公立病院数は９３６病院と

なっている。後述する総務省の「公立病院改革ガイ

ドライン」においては、公的医療機関の果たすべき

役割は、「地域において提供されることが必要な医療

のうち、採算性等の面から民間医療機関による提供

が困難な医療を提供すること」であるとされている。

具体的には、

①山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困

難な過疎地等における一般医療の提供

②救急・小児・周産期・災害・精神などの不採

算・特殊部門に関わる医療の提供

公立病院をとりまく近年の状況について
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③県立がんセンター、県立循環器病センター等地

域の民間医療機関では限界のある高度・先進医

療の提供

④研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点と

しての機能

などが挙げられている。全公立病院９３６病院のうち、

その市町村内に他の一般病院がない「不採算地区病

院」は２２０病院、「救急告示病院」は７７８病院となっ

ており、地域医療の確保という点において、公立病

院は重要な役割を担っている。しかしながら、その

経営状況をみると、平成２０年度決算では営業中の

６６４事業のうち、全体の７２.４％にあたる４８１事業で

経常損失を生じ、その額は１,９８４億円にのぼるとい

う、極めて厳しい経営状況となっている。（表４）

そもそも公立病院は、不採算地区における医療の

提供や、救急体制の確保といったその役割から、経

営上は不利な立場にはある。しかしながら、それ以

外にも、設置主体である地方公共団体と病院との間

での経営責任の所在が不明確で、民間病院のように

危機感を持った経営がなされてこなかったこと、勤

務する医師や看護師は公務員であり一定の身分保障

があるため、その処遇について民間のような迅速・

柔軟な対応は困難であること、さらに、施設の整備

費用が一般的に高額で、減価償却の負担が大きいこ

と、といった要因により、経営状況は厳しいものと

なっていた。そこに、近年の診療報酬のマイナス改

定や、勤務医不足に伴う診療科の縮小・休止による

収益の減少といった悪条件が重なり、深刻な経営悪

化を招いている。

このように、全国の公立病院の経営状況が非常に

厳しいなかで、平成１９年６月２２日に「地方公共団体

の財政の健全化に関する法律」（以下「財政健全化

法」という。）が公布され、平成２１年４月１日から完

全施行されている。各地方公共団体は、平成１９年度

決算から「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実

質公債費比率」「将来負担比率」の４つの健全化判断

比率とともに、病院事業を含む各公営企業会計ごと

の「資金不足比率」を公表することが義務付けられ

た。この「資金不足比率」が２０％以上になると、外

部監査や議会の議決を経た経営健全化計画の策定な

どが義務付けられている。さらに、公営企業会計の

収支が悪化すると、公営企業の設置主体である地方

公共団体本体の健全化判断比率にも影響が及ぶこと

になる。いわゆる「夕張ショック」に端を発し、地

方公共団体の財政状況に世の中の注目が集まる中で、

各地方公共団体では、これまで以上に公営企業の経
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表４　公立病院の損益収支の状況
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営状況に目を向ける必要が生じた。

さらに、総務省は、平成１９年１２月に「公立病院改

革ガイドライン」（以下「国ガイドライン」という。）

を策定・公表した。そして、公立病院を開設してい

る地方公共団体に対して、「経営効率化」「再編・ネ

ットワーク化」「経営形態の見直し」の３つの視点に

立った改革に取り組むため、平成２０年度内に「公立

病院改革プラン」を策定し、平成２３年度までに経常

収支を黒字化すること、平成２５年度までに二次医療

圏単位での再編・ネットワーク化や経営形態の変更

を達成することを要請した。また、都道府県に対し

ても、再編・ネットワーク化の推進などに対する積

極的な参画を要請している。

大阪府では、この国ガイドラインの要請を踏まえ、

「大阪府公立病院等のあり方懇談会」を設置し、改革

の柱である３つの視点について重点的に検討を行い、

平成２０年１０月に「公立病院改革に関する指針」（以下

「府指針」という。）を策定している。府指針では、経

営指標の数値目標として、次の４点を設定している。

①経常収支比率を平成２３年度までに１００％以上と

する。

②病床利用率を全国黒字病院並みの８５％以上とす

る。

③人件費比率（職員給与費対医業収益比率）は経

常収支比率１００％以上の目標を前提として、適

正化を図る。

④不良債務を５年以内（平成２５年度まで）に解消

する。

これを受けて、大阪府内の関係市でも平成２０年度

に「公立病院改革プラン」が策定され、現在、プラ

ンの目標達成に向けた取組が具体化されているとこ

ろである。

大阪府内の公立病院においても、近年勤務医の大

学への引き揚げが相次ぎ、勤務医不足による診療科

目の縮小や休止がみられ、さらに診療報酬のマイナ

ス改定により、厳しい経営状況が続いている。大阪

府内の公立病院（政令市を含む１８事業２１病院）の平

成２０年度決算状況（収益的収支）及び近年の推移は

次のとおりとなっている。（表５）

経常利益を計上している黒字病院は２病院で、平

成１９年度と同数である。利益額は合計１４.８億円で対

前年度２.８億円、２３.５％増加している。また、経常損

失を計上している赤字病院は１９病院で、平成１９年度

と同数である。損失額は合計１５７.５億円で対前年度

１.０億円、０.６％減少している。この結果、全２１病院

での経常損益は１４２.６億円の赤字となり、対前年度

では３.８億円、２.６％の改善となった。

不良債務は８事業で発生しており、合計で８０.０億

円であるが、平成１９年度の２４６.０億円から１６６.０億円、

６７.５％の大幅な減少となった。これは、平成２０年度

に限り、平成１５年度末から平成１９年度末までの不良

債務の増加額を対象とした「公立病院特例債」が発行

できることとされ、大阪府内では５病院が合計９０.１億

円を発行し、不良債務を長期債務に振り替えたこと、

さらに、経営基盤強化のための繰入金として、１００

億円を特別利益で計上した病院があったことによる

ものである。

他会計繰入金（特別利益分を除く）は、近年は減

少傾向であったが、平成２０年度決算では２３７.６億円

で、対前年度１０.６億円、４.６％増加している。

累積欠損金は１６５９.２億円で、対前年度３８.６億円、

２.４％増加した。

平成２０年度決算では、不良債務で大幅な改善が見

られ、経常損益でもやや改善が見られた。しかしな

がら、不良債務の減少の要因は公立病院特例債の発

行や特別利益としての繰入金など、特例的な措置に

よるものであるし、経常損益の改善も、要因として

は繰入金の増額によるところが大きいと考えられる。

一方、病床利用率は７７.２％と前年度から２.７ポイント

低下し、入院収益は減少している。このように、経

営状況は非常に厳しい状況が継続しているといえる。

なお、このような状況の中で、大阪府内では平成

１９年３月に１病院が廃止されており、平成２１年１０月

にも１病院が廃止された。さらに、平成２２年４月に

は１病院が民間譲渡される予定となっている。

以上のように、大阪府内の公立病院においても非

常に厳しい経営状況が継続しており、病院の廃止や

公立病院の今後について
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民間譲渡が実施されるなど、病院数は減少傾向にあ

る。各公立病院は「国ガイドライン」や「府指針」

の要請を踏まえながら、地域における医療を確保し

ていくために、経営改善に向けてそれぞれの「公立

病院改革プラン」の取組を着実に実施していくこと

が求められている。

「府指針」においては、病院の経営効率化を図る

ために、自病院の現状を分析したうえでの「強み」

「弱み」や住民ニーズを把握し、それらの情報を病院

全体で共有しながら、自病院が地域の中で果たすべ

き役割を明確にすることが必要であるとされている。

我が国においては今後も少子高齢化が進行するとと

もに、総人口が減少していくとされているところで

あるが、ここでは住民ニーズの把握の一環として、

大阪府内においては、長期的には患者数がどのよう

な推移をたどるのか、また、どのような疾病により

受療すると見込まれるのかという推計を紹介する。

≪推計人口の動向≫

総務省統計局によると、平成２０年（２００８年）１０

月１日現在の大阪府の推計人口は８,８０６千人である。

また、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の都

道府県別将来推計人口（平成１９年５月推計）」による

と、平成１７年（２００５年）国勢調査人口（８,８１７千人）
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を基準とした大阪府の将来推計人口は、今から１０年

後の平成３２年（２０２０年）では８,３５８千人、２０年後の

平成４２年（２０３０年）では７,７４１千人とされ、今後に

おける人口の減少が見込まれている。このうち、年

少人口（０～１４歳）及び生産年齢人口（１５～６４歳）

はいずれも一貫して減少するが、老年人口（６５歳以

上）は多少増減しながら増加していく見込みである。

平成４２年（２０３０年）における老年人口の割合は３１.０％

と見込まれており、おおむね３人に１人が６５歳以上

ということになる。（表６）

≪患者数の動向≫

厚生労働省の「患者調査」（平成２０年１０月実施）の

「受療率」により、大阪府の平成３２年（２０２０年）の

将来推計人口８,３５８千人、平成４２年（２０３０年）の

７,７４１千人に対する患者数を推計する。なお、「受療

率」とは、「推計患者数（調査日当日に受療した患者

の推計数）」を人口１０万人対で表した数値であり、

「推計患者数／推計人口×１００,０００」で算出される。

「患者調査」の結果では、調査日当日に受療した、

大阪府内在住の推計患者数は、入院、外来の合計で

５７２千人、人口１０万人対の受療率は６,４９３という結果

が出ている。これをもとに、平成３２年における大阪

府内在住の患者数を推計すると６４３千人、平成４２年

では６４８千人となり、府の総人口は減少するが、高

齢化の進行を反映して患者数は増加する見込みであ

る。６５歳以上の患者数の割合は平成２０年時点です

でに５１.８％と５０％を超えていたが、人口の減少と高

齢化の進行に伴い、平成３２年度では６３.６％、平成

４２年度では６５.５％になると見込まれる。（表７）

また、推計患者数を疾病分類別にみると、「消化器

系疾患」「循環器系疾患」「筋骨格系及び結合組織疾

患」の順に患者数が多くなっている。また、これら

の３分類は、順位の傾向は年次推移によっても変わ
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らず、年次推移に伴う患者数の伸び率が比較的高く

なっている。特に、循環器系疾患においては伸び率

が３５.２％と高くなっている。一方、「皮膚及び皮下

組織の疾患」「耳及び乳様突起の疾患」「呼吸器系の

疾患」では、年次推移による患者数の減少が見込ま

れている。なお、妊娠・周産期関係の疾病は、もと

もとの数値が小さいため、わずかな増減が計算上大

きな増減率となるが、数値上は年次進行により減少

が見込まれている。（表８）
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以上のような推計は、将来の人口の動向を切り口

とした一般的な推計であるが、各病院においては、

今後来院すると見込まれる患者の推計について、医

療圏における他の病院の立地状況など、それぞれの

置かれた状況を踏まえて、様々な角度から独自の詳

細な分析を行うことが可能であろう。このような分

析を行うことにより、将来的にどのような診療科で

収益の増加が見込まれ、減少が見込まれるのか、自

病院の現状の「強み」「弱み」を踏まえ、どのような

対応策が考えられ、これに伴う将来的な施設や医療

機器の整備といった投資額の見込み、医師や看護師

の配置のあり方や確保策などといった、中長期的な

経営戦略を検討することが可能になる。経営の効率

化に向けて、短期的な対応とあわせて、これらの中

長期的なビジョンを持つことも重要であろう。

地方公共団体が今後も病院を経営していくことに

ついては「覚悟」が必要な時代となってきたと考え

る。勤務医不足が短期間では解消されないと考えら

れる現状では、ある日突然医師が退職し、診療科の

縮小を余儀なくされ収益が悪化する、といった事態

が、どこの病院でも起こり得るのである。また、現

状では勤務医が確保され良好に経営されている病院

でも、特に病院数がもともと少ない地域においては、

近隣病院の診療科の縮小や休止により患者が押し寄

せ、その病院の医師が疲弊し退職するといった、い

わゆる「ドミノ倒し」のような、自病院ではどうし

ようもない要因による経営状況の悪化という事態も

起こり得る。このような全国レベルでの勤務医不足

という大きな流れの中では、そもそも国や都道府県

レベルでの対策が必要な部分もあり、個々の公立病

院が対応できることには一定の限度がある。しかし

ながら、勤務医が多くの公立病院で安定的に確保さ

れるようになるには一定の期間が必要であることを

考えると、個々の公立病院においても対応を検討し、

できる対応については早期に着手しておく必要があ

る。

各病院においては、勤務医の安定的な確保に向け

た取組が必要となるが、これには、勤務医にとって

働きやすく、勤務地として選ばれるような魅力ある

病院づくりが必要である。まずは勤務医の負担を軽

減することが重要で、このためには、究極的には医

師数の増員がベストということになろう。この場合、

地域との連携という観点から、地域の開業医の応援

を得るという考え方もある。また、勤務医のモチベ

ーションを向上させるために、給与面での配慮や、

学会や研修への参加といった、技術や知識向上のた

めの機会に参加しやすい環境を整えるといった配慮

も重要である。さらに、近年では女性医師の数が増

加しているが、多くの女性医師は結婚や妊娠でいっ

たん離職すると、復帰することが困難な状況となっ

ているとされる。このため、女性医師の勤務しやす

い環境の整備や、結婚・出産後の復帰が容易となる

ような環境の整備も、貴重なマンパワーの確保とい

う観点からは有効であると考える。

これらのような対応策により、勤務医の士気が高

まり、安定的な確保ができるようになれば、先に述

べた悪循環とは逆の動きが起こり、その病院にさら

に医師が集まるようになる。そのなかで、実績のあ

る医師を確保できれば、近年のように様々な情報が

瞬時に行き渡る状況では評判はすぐに伝わり、患者

がその病院を選ぶようになる、という効果も期待で

きる。

しかしながら、今まで述べてきたような取組は、

厳しい経営状況が継続する中で、新たな費用負担が

伴うものである。効率的経営を徹底した中での魅力

ある病院づくりというのは、両立させることは非常

に難しいと思われるが、個々の病院の置かれた状況

を踏まえて、常に両者のバランスを考えながら行動

していくこと、今の時点で、また、中長期的な視点

からは、最善の状況というのがどういう状況である

のかを模索していくこと、まさに「経営」していく

ことが必要である。

そして、さらに重要なことは、これができない公

立病院は、設置地方公共団体本体の体力がもしも続

かなければ経営が行き詰まり廃止となる時代を、大

阪府内でも迎えているという現実を認識することで

ある。だからこそ総務省も「国ガイドライン」で早

期の改善に向けて警鐘を鳴らしたのであり、喫緊の

対策として「公立病院特例債」による不良債務の縮

小を急いだと推測される。
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公立病院は以前から経営不在が指摘されてきた。

経営の責任の所在があいまいで危機感がなく、経営

状況が芳しくない状態でも、地域医療の確保という

公立病院の役割が重視され、これまでは設置主体で

ある地方公共団体からそれなりの援助が受けられた。

しかし、地方公共団体本体の財政状況が厳しさを増

し、さらに財政健全化法が施行された現在、これま

での意識ではやっていけないことは明らかになって

いる。

経営改善をめざすための方策のひとつとして、地

方公営企業法の全部適用化や地方独立行政法人化、

指定管理者制度、病院ＰＦＩ事業といった経営形態

の変更がある。しかしながら、これらもあくまでも

手段であって、その実現自体が目的ではない。もち

ろん、経営形態の変更を実現させるには多大な労力

と時間が必要であるが、たとえ変更が実現しても、

それが直接経営改善につながるものではないことに

は注意が必要である。

大事なことは、どのような経営形態であろうとも、

当事者がいかに真剣に「経営」を考えるか、この病

院が破綻するかもしれないという危機感を持って取

り組むかどうかである。その際、常に費用対効果の

バランスを考えつつ、先に述べた中長期的なビジョ

ンを持って、経営のかじ取りをしていくという意識

が重要であると考える。そしてその危機意識は、幹

部職員のみならず、医師、看護師や事務職員まで、

病院に関わる全員が共有することによって初めて大

きな力となり、病院を経営改善に向けて動かす原動

力となる。

さらに、「国ガイドライン」で示されている病院の

再編・ネットワーク化は、個々の病院がそれぞれの

経営効率化により医療提供体制の確保を図ることだ

けではなく、地域に存在する医療資源の現状を見据

えたなかで、地域に必要とされる医療提供体制の総

合的な確保をめざすものである。大阪府内でも、地

域医療再生計画の下で、泉州医療圏等において、小

規模に分散している診療科の集約や再編、複数の病

院による総合的な医師養成体制の構築といった、病

院間の機能再編、連携の強化に向けた取組が進めら

れつつあり、将来における医療提供体制の強化が期

待されているところである。

なお、患者の側においても、勤務医不足の現状を

踏まえた節度ある受診行動が求められ、これに関し

ての病院側からの積極的な情報発信も必要ではない

かと考える。全国では、勤務医の疲弊で休止寸前の

状態に陥っていた公立病院の小児科の窮状を子育て

中の母親たちが知り、かかりつけ医を持つことやコ

ンビニ受診を控えるなどのメッセージを自発的に地

域住民に発信した結果、勤務医の負担が軽減され、

小児科が存続しているという事例もある。

地域における医療は誰が支えるのかということを

考えると、これは国・都道府県・市町村・民間医療

機関、さらには受益者である住民のそれぞれが、役

割を果たしながら支えていくことになるであろう。

各地域の状況は千差万別であり、過疎地域と人口集

中地域とでは公立病院に期待される役割が大きく異

なってくる。過疎地域で民間の資本投下がなく、そ

の公立病院しか存在しないような場合は、まさに地

域医療の命綱であろう。一方、他の医療機関が多数

存在する大阪府内のような地域では、救急や高度医

療など、民間医療機関が経営上手を出しづらい分野

での貢献が強く求められる。逆に、他の医療機関と

競合してしまうような分野では、勤務医不足という

現状では、人的資源の効率的な配分という観点から

は批判を受けかねないところもある。それゆえ、各

公立病院がその地域で果たすべき役割の明確化が求

められ、さらに、再編・ネットワーク化のような、

地域全体の状況を見据えた取組が求められているの

であって、「国ガイドライン」においても、都市部に

おける公立病院については、「果たすべき役割に照ら

して現実に果たしている機能を厳しく精査した上で、

必要性が乏しくなっているものについては廃止・統

合を検討していくべきである」とまで明記されてい

るところである。

公立病院は今後も地域医療の一翼を担っていくこ

とが期待されており、その役割を果たしていくため

に、安定した経営を行うことが求められている。そ

むすびに
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れぞれの公立病院がそれぞれの役割を果たし、その

ことで住民が安心して生活できるように地域医療が

確保されていくことを強く願うものである。
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